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1．補助金とは？助成金とは？
補助金とは、国の政策目標を達成するためには、その目的にあった政策事業を、事業者のみ
なさまに、広くあるいはしっかりと取り組んでもらうことで国策の実現を図るためのもので
す。
そのような政策事業に賛同いただける又は同調いただける事業者にたいしてその実施のサ
ポートをするための【給付するお金】が補助金となります。

一方、助成金は、主に厚生労働省が雇用増加や人材育成のために実施しているものを指しま
す。

現在、既存の補助金・助成金の中に新型コロナウイルス感染症対策の特別枠が設けられてお
ります。
一方、新型コロナウイルス感染症対策に特化した補助金・助成金は、各都道府県ごとに実施
されております。



２．具体的には（補助金）

補助金は、企業が成⾧する取り組みに対して支援する為に用意され
ている制度。
補助金の種類は、1万種類以上。
製造業だけ、との縛りはなく、業種や業態に関わらず多くの企業が
対象であり、かつサービスやビジネスモデルに対する補助金など、
多岐に渡り公募がされています。特に歯科関連事業者様から人気が
ある補助金が「ものづくり補助金」です。
ただ、予算が限られている為、審査も厳しく、採択率は3割から4割
とも言われています。
その為、ノウハウやコツを掴み申請等の対応をしていく事が大切で
す。事前の準備が大切です。



３．具体的には（助成金）

• 雇用系の公的助成金は、企業の経営を助け、雇用の維持や促進
を目的に、主に厚生労働省が中心となって、ハローワーク等が
公募を行っています。
雇用維持、新規雇用、人材育成といった助成が一般的ですが、
労働環境を整えること（就業規則の変更や、介護・育児休暇制
度の導入等）への助成もあります。
企業が支払っている雇用保険の一部が財源となっている為、条
件に当てはまるものがあれば、申請をしてみるのが良い。

• 【雇用系公的助成金を受給する前に】
就業規則、雇用保険の加入、労働条件通知書や、労働者名簿、
出勤簿、賃金台帳等の整備をしておくことが重要です。



項目 助成金 補助金
お金の支給元 国や地方自治体 国や地方自治体

お金の支払時期 後払い 後払い

返済義務 原則なし（例外あり） 原則なし（例外あり）

受けるための条件 資格要件を満たせば受けられる 補助金を使う事業の必要性を書類
でアピールする必要あり

書類整備 事業に使ったことを証明する書類の
整備が必要

事業に使ったことを証明する書類
の整備が必要

入金後の検査 なし あり

４．助成金・補助金の違い



項目 助成金 補助金

メリット ・原則通年を通して申請可能です。
業種や社員数など条件に合致してい
れば、ほぼ支給され難易度は低いで
す。

・助成金よりも種類が豊富
・支給額が助成金に比べて大きい場合
が多い（数百万～数億円）
・補助対象経費の適用範囲が広い

注意事項 ・人気の助成金は、発表から2カ月程
度で受付終了になることもあり、早
めの申請が重要です。
・補助対象経費の適用範囲が狭い
・助成金を受けられるのは事業全部
または一部の費用

・公募期間が短く年に数回のみという
場合が多い（発表から締切まで1カ月
程度など）
・予算が決まっていて倍率も高いため
申請してももらえない可能性もある
（審査合格率は40％）
・支給されるまでに時間がかかる。
（支給は、約１年後の後払い）
・補助金を受けられるのは事業全部ま
たは一部の費用

お手軽度 ★★★ ★☆☆

上限額 １００万円
※2020年度公募 150万円

１０００万円
※下限１００万円



≪令和元年補正予算年 公募事例 ≫

公募開始 ３月１９日 約１２ヶ月

公募締切 令和２年３月、5月、8月、11月令和3年2月 （Jグランツ経由にて提出）
※Jグランツとは、国が実施しているネットによる補助金ポータルサイト

採択決定 公募締切より1カ月後

交付申請 採択決定より二週間後

補助金交付決定 交付申請より二週間後 （この後から支出した経費が補助対象）

中間監査 実績報告が早期の場合省略

実績報告 事業完了後速やかに （機械設置、モニタリング完了後）

確定監査 実績報告後１か月程度 ※注※確定通知書到着まで売上計上禁止

補助金の請求 監査後速やかに

補助金の入金 請求後約１か月程度

５．補助金申請から入金までスケジュール



６．助成金申請から入金までスケジュール

≪ 平成31年4月公募事例 ≫

公募開始 4月15日 （各都道府県の申請窓口に提出）

公募締切 11月15日 予算がなくなり次第終了 ※令和2年度は10月15日に締切

交付申請 申請に足りるデータ受け取りより1週間後 見積書、相見積書の準備
※就業規則がない医院様はさらに1週間以上かかります。

交付決定 交付申請より1か月後

機械の購入 ディーラー様にてご対応（交付決定日以後から支出した経費が補助対象）

機械の納品 納品書、契約書、請求書等の準備

就業規則の変更 弊所にて就業規則の変更作成

支給申請 すべてのエビデンス資料が整い次第

助成金の入金 支給申請後１か月程度



７. 来年度公募予定の補助金・助成金

【国が実施する補助金・助成金】
①ものづくり補助金
②IT導入補助金
③インターバル助成金
【都道府県が実施する補助金・助成金】
①感染予防対策に関連する補助金・助成金

→神奈川県再起促進事業
→東京都ガイドライン感染予防事業

非対面型事業



８．対象となる歯科医療機器
【国が実施する補助金・助成金】
①ものづくり補助金 ★革新性、生産性

→CT、マイクロスコープ、ユニット、CAD/CAM
②IT導入補助金 →レセコン ★ベンダー登録
③インターバル助成金 ★労働者の時間短縮に寄与

→滅菌機、口腔外バキューム、洗浄機
【都道府県が実施する補助金・助成金】
①感染予防対策に関連する補助金・助成金

・神奈川県再起促進事業 / 東京都ガイドライン感染予防事業
→滅菌機、口腔外バキューム、洗浄機

・東京都非対面型事業
→ CAD/CAM



９. ものづくり補助金・インターバル助成金
【今後の動向と傾向】

• 2019年11月の閣議決定によりものづくり補助金は2020年から
2022年の3年間は継続されることが決定しております。

• インターバル助成金は、補助金と異なり財源が一般会計の税金
からではなく、雇用保険料が財源となるため、いつまで継続さ
れるかが不透明です。本年度は、新型コロナウイルスに対応し
た雇用調整助成金が多様されたため財源が枯渇したといわれて
おります。



【ものづくり補助金の傾向】
従業員、スタッフへの給与アップを申請条件としている
地域最低時給から+30円（+60円、+90円）
さらに、総支給給与額を前年比+1.5％（+2％、+3％）
※括弧内は選択すると審査時に加点される加点要素
※総支給給与額には、給与以外、事業所得、専従者給与も含む
※最低時給は毎年チェック、総支給給与額は基準年度から5年

後の達成状況にて判断

未達成の場合、未達成時点の機械の簿価に助成額を乗じた額を国
へ返金することになります。



【インターバル助成金】
・現状の雇用状況を厳しくチェックされます

就業規則の有無、36協定の有無、雇用契約書（労働条件通知
書）の有無、残業の有無、出勤簿（過去6か月分）、賃金台帳

労働基準法に則り整備保管していれば問題ございませんが、大
多数の医院様では、整備保管されていないのが実情です。

来年度に向けて準備を進めれば、申請は可能。
ただし、現状の雇用関係を見極めながら進める必要があろうか

と思います。



【コロナ対策関連の補助金・助成金】
現状、「感染予防」に有効な機械の導入であれば、高い確率で採
択される傾向にあります。

オートクレーブ（クラスB）
歯科用器具洗浄機
空気清浄機 etc.



１０．実績紹介
（ものづくり補助金）
令和２年現在 採択実績 ・・・３８件 金額約3億1000万円

※ 全て歯科医院 5年間の平均採択率 約82.5%（全国平均約４０％）

（インターバル助成金）
令和２年現在 採択実績 ・・・1２件 金額約1200万円

※ 全て歯科医院 交付決定率 約100%（全国平均約90％）

（コロナ関連補助金・助成金）

令和２年現在 採択実績 ・・・1２件 金額約1800万円
※ 全て歯科医院 交付決定率 約100%



ご清聴頂きまして、ありがとうございました。

ものづくり補助金の申請ご相談は下記まで

〒160-0023
東京都新宿区西新宿７丁目５番14号 井上ビル12号館301

中村太郎税理士事務所 所⾧・税理士 中村太郎
補助金担当 行政書士 居山

ＴＥＬ ０３−６３０２−０４７５
ＦＡＸ ０３−６３０２−０４７４

ＭＡＩＬ iyama@nakamura-taro.com


